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早稲田大学

日本語教育研究科・日本語教育研究センター

研究調査倫理ガイドライン

早稲田大学大学院日本語教育研究科

日本語教育研究センター

前文

日本語教育にかかわる者は、すべての人の基本的人権と尊厳を尊重し、これを

侵さず、人の自由と幸福と平和の追求のために日本語教育の研究・実践に関わ

ることをめざす。そのために、日本語教育の研究調査を行う者は、研究に関わ

るすべての者に対して、人権を守り、心身の安全を確保し、健全な生活を送れ

るように適切な配慮を払うことに努めなければならない。

この精神に基づき、以下の「ガイドライン」を定める。この「ガイドライン」

は、自由な研究調査を制限するためではなく、研究倫理を逸脱する行為を避け、

研究の質を向上させ、よって研究成果が広く公に認められることをめざすため

のものである。したがって、日本語教育の研究を行う者は、この精神と規定を

遵守しなければならない。

第１条．【目的】

早稲田大学大学院日本語教育研究科・日本語教育研究センター「研究調査倫

理ガイドライン」（以下、ガイドライン）は、日本語教育研究科および日本語教

育研究センターの教員（常勤、非常勤含む）、助手、大学院生等（以下、「調査

者」と総称する）が、日本語教育に関する研究調査を行うにあたって留意する

事項を示す。

第２条．【適用範囲】

本ガイドラインは、調査者が早稲田大学において実施する、人にかかわるす

べての研究調査に適用される。

２．本ガイドラインは、早稲田大学大学院日本語教育研究科の専任教員、助

教、日本語教育研究センターの教授（任期付）、准教授（任期付）、講師（任期

付）、助手および日本語教育研究科在籍の大学院生が早稲田大学以外の場所で行

う研究調査にもすべて適用される。
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第３条．【研究上の義務】

調査者は、研究調査の実施にあたって、以下の事項について配慮する義務を

有する。

（１）研究調査の社会的、倫理的妥当性への配慮

（２）研究調査に協力する者の人権擁護、プライバシーの保護

（３）研究調査に協力する者への十分な説明と同意

（４）研究調査に協力する者の個人情報および資料保管の確保

第４条．【説明と同意】

調査者は、あらかじめ研究調査に協力する者に以下のことを説明し、原則と

して文書により署名および同意を得たうえで研究調査を行うものとする。

（１）人権擁護とプライバシーの保護

（２）研究の目的

（３）研究の方法

（４）安全性の確保

（５）研究成果の公表

（６）その他、必要とされる事項

２．研究調査に協力する者は、研究協力に参加することを同意した場合でも、

随時これを撤回することができる。

３．研究調査に協力することを依頼し同意しなかった場合でも、その者に不

利益が生じないように配慮しなければならない。

４．研究調査への協力の同意は、研究調査に協力する者本人から得るものと

するが、協力者が同意の判断ができない場合には、その協力者を保護する立場

にある者の判断と同意を得なければならない。

第５条．【社会的、倫理的妥当性への配慮】

調査者は、研究調査の実施にあたっては、研究に協力する者に対して、社会

的および倫理的妥当性に配慮しなければならない。

２．調査者は、調査に際し、調査者名、調査目的および責任の所在を明らか

にしなければならない。

３．調査者は、調査に際し、差別や偏見が助長されないように言語表現に留

意しなければならない。

第６条．【個人情報および資料管理の確保】

調査者は、研究調査で得た、研究調査に協力した者の個人情報や資料を管理

しなければならない。
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２．調査者は、研究調査を実施する際、研究調査に協力する者が不利益を被

らないように努めなければならない。

３．研究調査で得られた情報は、同意を得た本来の目的以外に使用してはな

らない。

第７条．【研究調査倫理審査委員会の設置】

日本語教育研究科・日本語教育研究センター内に、研究調査倫理審査委員会

（以下、審査委員会とする）を設置する。

第８条．【研究調査倫理審査委員会の構成と任期】

審査委員会は、以下の委員により構成される。

① 日本語教育研究科教務主任。

② 日本語教育研究センター教務主任。

③ 日本語教育研究科の専任教員より 2 名。

④ 日本語教育研究センターの教授（任期付）、准教授（任期付）、講師（任

期付）より 2 名。

２．委員の互選により委員長を選出する。

３．委員の任期は、原則として、半年とする。

第９条．【研究調査倫理審査申請書の提出】

研究調査を行おうとする者は、研究調査を実施する前に所定の研究調査倫理

審査申請書（以下、申請書）を審査日程にしたがって審査委員会へ提出し、承

認を得なければならない。

２．研究調査倫理審査申請書を提出した者（以下、申請者）は、審査結果が

通知されるまで、調査を行うことはできない。

第１０条．【研究調査倫理審査委員会による審査】

審査委員会は、提出された申請書を受付け、別に定める審査日程表にしたが

って審査を行い、申請者へ審査結果を通知する。

２．審査委員会は、提出された申請書による研究調査の内容が本ガイドライ

ンの精神に反すると判断した場合は、申請者に適切な指導、助言をし、再提出

を指示することができる。

第１１条．【研究調査終了の報告】

申請者は、承認を受けて実施した研究調査の終了後、速やかに所定の研究調

査終了報告書を審査委員会に提出しなければならない。
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第１２条．【本ガイドラインの改廃】

本ガイドラインの改廃は、日本語教育研究科および日本語教育研究センター

の運営委員会における承認をもって行うものとする。

附則

１．（施行期日）

本ガイドラインは、2010 年 10 月 1 日より実施する。

２．（研究調査倫理審査申請書の用語）

申請書で使用する用語は、以下のことを意味する（番号は申請書と対応する）。

・「調査責任者」①・・・申請書における調査を実質的に行う者をいう。

・「資格」②・・・・・・教授、准教授、講師、助教、助手、非常勤教員、イン

ストラクター、大学院生等をいう。

・「共同研究者」③・・・調査責任者とともに申請書における調査を行う者をい

う。

・「調査協力者」⑨⑪・・これまで被験者、調査対象者、インフォーマント等と

呼ばれてきた人を含む調査にかかわる者をいう。

・「調査データ」⑩・・・調査で得られる情報で、機関や組織、個人にかかわる

すべての情報をさす。例：レポート、作文、授業提出

物、テスト結果、音声、録画映像、写真、メール、手

紙等。

３．（研究調査の開始）

申請が承認された後も、調査に関係する、機関、組織、クラス担当者、コー

ディネーター等の事前の了解を得なければ、調査を開始することはできない。
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受付番号

研 究 調 査 倫 理 審 査 申 請 書

年 月 日

早稲田大学日本語教育研究科・日本語教育研究センター

研究調査倫理審査委員会 殿

所属：

氏名：

早稲田大学日本語教育研究科・日本語教育研究センター研究調査倫理ガイドラインに基

づき、以下のとおり申請します。

① 調査責任者

② 資格

③ 共同研究者

（資格）

④ 連絡先 （調査責任者および共同研究者のすべてのメールアドレス）

⑤ 研究課題名

（40 字以内）

⑥ 調査目的

（150 字程度）

⑦ 調査の概要

（要点をわかり

やすく、箇条書

きにする。400

字程度）

⑧ 調査の期間

と場所

⑨ 調査協力者

の説明と人数

例）「（日本語センターのクラス名）」の学習者 ○名

⑩ 調査データ

を収集する方法

と内容

方法の例）質問紙調査 インタビュー ロールプレイ 作文 会話

内容の例）漢字の覚え方の工夫について

⑪ 調査協力者

への調査趣旨の

説明方法

（調査の趣旨をどのように説明し、同意を得るか。同意書の書式があれば添付してくだ

さい。）
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⑫と⑬は、該当する欄に○を入れてください。

⑫ 調査結果を

公表するとき、

個人情報等をど

のように保護す

るか。

非漢字系の中級学習者、中学生など大まかな情報のみ示す。

調査協力者の同意を得たうえで、匿名あるいは仮名にする。

調査協力者の同意を得たうえで、実名にする。

その他（説明してください）

⑬ 調査協力者

の同意を得ると

き、調査協力者

に右記の事項を

十分に説明する

か。

調査への協力は任意で、同意した場合でも、随時これを撤回できる。

調査へ協力しなくても、自身に不利益が生じない。

調査の途中で協力を拒否した場合、調査データは破棄され、調査結果

は公表されない。

調査の途中でも、あるいは調査終了後でも、調査協力者は調査結果の

公表を拒否することができる。

その他（説明してください）

⑭研究調査で得

た個人情報や調

査データは、ど

こで、どのよう

に管理するか。

⑮調査結果は

どのように公表

するか。

（調査結果をどこで発表するか、その予定を書いてください。）

例）学会などでの口頭発表 修士論文 博士論文

紀要や学会誌への投稿 未定

その他（具体的に書いてください ）

（研究調査倫理審査委員会欄）

審査結果

【結論】 １．承認する ２．～の修正を条件に承認する

３．～に問題があるため承認しない

チェックポイント

以下の項目に問題がなければ、チェックを入れてください。

□第４条第１項 （⑩⑪⑫）

□第４条第２項・第３項（⑬）

□第６条 （⑭）

□その他 （①～⑨、⑮）

補足

研究調査

承認番号 年 月 日
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研 究 調 査 終 了 報 告 書

年 月 日

早稲田大学日本語教育研究科・日本語教育研究センター

研究調査倫理審査委員会 殿

所属：

氏名：

早稲田大学日本語教育研究科・日本語教育研究センター研究調査倫理審査委員会より

承認された研究調査を終了しましたので、以下のとおり報告します。

調査責任者

資格

共同研究者

（資格）

連絡先 （調査責任者および共同研究者のすべてのメールアドレス）

研究課題名

（40 字以内）

研究調査

承認番号

調査経過の報告

調査の変更とそ

の理由

（承認された申請書の内容に従って調査を行うことを前提とするが、やむをえず調査中

に申請書の内容を変更した場合は、その理由とともに説明してください。）


